
化、茨城県で女子小学生3 人精神安
定剤を飲み校舎 3 階からとび降り
る。」そして「1977年：自殺の低年
齢化、事件続発」「1978年：警察庁
「少年の自殺白書」をまとめる。」
「1979年：子どもの自殺増加」など
が記述されています。しかし、
“1955年”前後の「青年の自殺増加」
については、この「子どもの戦後史
年表」では注目されていないので
す。
一方、警察庁生活安全局地域課が

2008年 6 月に『平成19年中におけ
る自殺の概要資料』を発表していま
すが、このなかの「補表5 都道府県
別自殺者数」に“平成18年”と
“平成19年”の「自殺率」がありま
す。これによると、「平成18年のワ
ースト5」は“秋田県”（43.5）“山
梨県”（42.7）“岩手県”（36.8）“青
森県”（35.1）“山形県”（35.1）で
す。また「平成19年のワースト5」
は“山梨県”（39.0）“秋田県”（37.2）
“青森県”（36.0）“岩手県”（35.4）
“島根県”（35.4）です。
さらに、内閣府の『平成18年度

我が国における自殺の概要及び自殺
対策の実施状況』には、「平成 9 ・
18年における都道府県別自殺死亡
率」の図を示し、「北東北、南九州
で自殺死亡率が高い傾向にある。」
（P.24）と記述しています。
そこで、筆者はこの図から、“自

殺が増加してきた平成18年”の全
国平均値を“平成9 年”当時からす
でに超えており、さらに大きく増加
している「県」は、“秋田県”“岩手
県”“宮崎県”“鳥取県”そして“青
森県”“新潟県”であると読み取り
ました。
それは、かつて『アエラ』誌（朝

日新聞社）で、この“秋田県”で自
殺が多い時期は「農薬散布」後であ
ることに注目したことがありました
ので、これらの県で「自殺の多い地

「子どもの自殺」に対する世界や
政府の動向

2006（平成18）年に「自殺対策
基本法」（平成18年法律第85号）が
制定されました。この第10条の規定
に基づいて政府が国会に提出する
『平成20年版自殺対策白書』という
年次報告書が11月下旬に刊行され
る運びになっています。この『白書』
は2007（平成19）年版から刊行さ
れており、これが2冊目です。
国会で、2006年にこの「自殺対

策基本法」が制定される際に、政府
から国会に提出された『平成18年
度我が国における自殺の概要及び自
殺対策の実施状況』、さらに2007
（平成19）年度に行われた「自殺対
策基本法の周知度」などについての
世論調査をまとめた『こころの健康
（自殺対策）に関する世論調査』、ま
た2008（平成20）年 6 月に「警察
庁生活安全局地域課」から刊行され
た『平成19年中における自殺の概
要資料』など、「子どもの自殺」に
ついて最近政府から関係資料があわ
ただしく刊行されています。
この「法律」は与野党議員全員の

賛成で可決されていますので、「す
べての子どもが元気に育ってほし
い」という“国民の願い”が反映さ
れていると言えるでしょう。
これらの諸資料から、政府が捉え

ている「子どもの自殺」の概要をま
とめておきます。
『平成18年度我が国における自殺の
概要及び自殺対策の実施状況』（第
168回国会（臨時会）提出）によれ
ば、「第1部　我が国の自殺の現状
と自殺対策の経緯」では、“平成 9
年から10年にかけて自殺者数の急

増局面”を捉えています。この原因
については、「人口増と高齢化の進
展に加え、当時の社会経済的変動が
働き盛りの世代の自殺死亡率が急増
するとともに、社会経済の変動に影
響されやすい昭和一桁～15年生ま
れの高齢者層の自殺死亡率が増加
し、これらの効果が相まって自殺者
数が急増したものと推測される。」
（P.23）としています。
本書『子どものからだと心白書

2008』（P.72）「5.子どもの自殺」で
問題にした“15～19歳”が「1955
年・1960年」に高い値であったこ
とについては、「戦後の覚せい剤等
の薬物の蔓延とともに、戦前から戦
後への価値観の大転換が、戦前・戦
中に青少年期を過ごしたこの世代に
強く影響したとされており、60年前
後の壮年層の自殺者の急増期もこの
世代が中心世代であった。また、平
成10年以降の急増期でも60歳代の
自殺死亡率の上昇にこの世代が大き
く寄与している。」（P.22）と予想し
ています。“戦中派”の心的外傷が
21世紀まで尾を引いているという予
想は、世紀の教訓として注目してい
く必要があるでしょう。
本書で問題にした“15～19歳”

における自殺率が「1955年・1960
年」で高値であったことについて、
1979年の「国際児童年」に刊行さ
れた『ジュリスト増刊総合特集』の
「子どもの戦後史年表」（作者：金田
茂郎）の「非行・自殺」という項目
では、これらの年より18年遅れて、
「1968年：シンナー遊びによる死者
42人、9 月末までに補導された少年
12,920人（67年は2,507人）」「1973
年：第 3 次非行現象、シンナー再
燃、非行の低年齢化。自殺も低年齢

8

正木健雄・日本体育大学名誉教授

子どもの“自殺”

トピックス生存
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1999【中国・北京】 
（藤岩ら, n＝360） 

1996（阿部ら, n＝225） 

2000（野井ら, n＝45） 1995（藤岩ら, n＝334） 

2000（野井ら, n＝115） 

2001（野井ら, n＝24） 

1956（猪飼ら, n＝1120） 

1984（正木, n＝1128） 

膝関節・伸展 
2007（野井ら, n＝29） 

膝関節・屈曲 
2007（野井ら, n＝29） 

2006【中国・北京】 
（藤岩ら, n＝703） 

2007【中国・雲南省昆明】 
（野井ら, n＝386） 

2006【中国・雲南省黄草村】 
（藤岩ら, n＝34） 

近年の調査では、50年前の調査で得られたような結果を観察することができなくなってしまいました。すなわち、血圧調
節不良群の出現率が極めて高く、もうこれ以上この割合が増えることはないだろうという事態にまで達しているのです。そ
ればかりか、加齢に伴う発達傾向さえ観察できないのです。以上のことから、この出現率を低下させる取り組みの必要性が
叫ばれています。同時に、自律神経機能のより簡便な測定方法の開発も期待されています。
他方、昨年の『白書』で紹介したように、1956年と1984年以降の調査とでは異なる下肢姿勢で測定されていたことも判明

しました。そのため、異なる下肢姿勢が体位血圧反射法による判定結果にどの程度の影響を及ぼすのか、という点について
も現在検討中です。今年の『白書』では、その一部を掲載することができました。

▲3-1：血圧調節不良群の出現率とその加齢的推移
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